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■ 表示内容 

A 「総支払額」欄 

  診療報酬等（注１）の請求金額から査定、返戻となった診療報酬等の金額を差し引き、さらに過誤額

及び端数額を差し引いた診療報酬等の金額を表示しています。 

B 「国保支払額」欄 

  「総支払額」欄（A）のうち、国民健康保険に係る支払額を表示しています。 

C 「後期支払額」欄 

  「総支払額」欄（A）のうち、後期高齢者医療に係る支払額を表示しています。 

D 「医療費」欄（注２） 

  診療報酬等の支払額（総医療費から自己負担額を差し引いたもの。）  

E 「食事療養・生活療養」欄（注２） 

  食事・生活基準額から標準負担額を差し引いた金額を表示しています。 

F 「過誤額」欄 

  過誤結果通知書の合計金額を表示しています。 

G 国保（一般・退職）及び後期の「件数」欄（注２） 

  レセプトの合計件数を表示しています。 

H 国保（一般・退職）及び後期の「点数」欄（注２） 

  レセプトの合計点数を表示しています。 

I 高額、公費及び福祉の「件数」欄（注２）（注３） 

高額療養費、公費負担医療費及び福祉医療費の支払対象となったレセプトの合計件数を表示しています。 

J 高額、公費及び福祉の「点数」欄（注２）（注３） 

高額欄は、高額療養費金額÷自己負担割合（小数点第 2位切り捨て）を表示しています。 

公費欄は、支払対象となったレセプトの合計公費決定点数を表示しています。 

 福祉欄は、支払対象となったレセプトの合計福祉決定点数を表示しています。 

K 食事・生活療養費の「件数」欄（注２） 

 レセプトの食事・生活療養費の合計件数を表示しています。 

L 食事・生活療養費の「金額」欄（注２） 

 レセプトの食事・生活療養費の合計決定基準額を表示しています。 

 

 

注１ 診療報酬等には、調剤報酬及び訪問看護療養費が含まれています。 

 

注２ 「合計」＝「請求」―「国保連合会の一次審査による査定・返戻」 

過誤及び保険者再審査による査定・返戻は含みません。 
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注３ 医療種別 

公費負担医療 福祉医療 

法別 

番号 
医療種別 

法制 

番号 
医療種別 

10 感染症法第 37条の 2（結核患者の適正医療） 41 高齢期移行助成事業（県） 

11 感染症法第 37条（結核患者の入院） 42 高齢期移行助成事業（市・町） 

15 障害者自立支援医療（更生医療） 43 重度精神障害者医療（県） 

16 障害者自立支援医療（育成医療） 44 重度精神障害者医療（市・町） 

17 児童福祉（療養の給付） 47 こども医療費（県） 

19 原爆医療（一般医療） 48 こども医療費（市・町） 

20 精神保健法第 29 条（措置入院） 58 高齢重度心身障害者医療（県） 

21 障害者自立支援医療（精神通院医療） 59 高齢重度心身障害者医療（市・町） 

23 母子保健（養育医療） 68 高齢重度精神障害者医療（県） 

24 療養介護医療 69 高齢重度精神障害者医療（市・町） 

28 一類感染症等の患者の入院 80 乳幼児等医療費（県） 

38 肝炎治療費 81 乳幼児等医療費（市・町） 

51 特定疾患治療費 82 重度心身障害者医療（県） 

52 小児慢性治療費 83 重度心身障害者医療（市・町） 

53 児童福祉法（措置児童医療） 84 母子家庭等医療費（市・町） 

54 特定医療費 85 母子家庭等医療費（県） 

62 特定 B型ウィルス感染者医療 86 難病特疾治療（県） 

66 石綿被害者医療 
 

79 障害児施設医療 

 

 

 

（問い合わせ先） 

  支払調整課請求支払係  078-332-9532（直通） 
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